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1 週間の所定労働日数

週 5日以上・週所定労働時間 30 時間以上

週 4日 169 ～ 216

週 3日 121 ～ 168

週 2日 73 ～ 120

週 1日 48 ～ 72

1 年間の所定労働日数
継続勤務年数

6ヶ月

10 11 12 14 16 18 20

７ 8 9 10 12 13 15

5 6 6 8 9 10 11

3 4 4 5 6 6 7

1 2 2 2 3 3 3

2 年
6 ヶ月

1年
6ヶ月

3年
6ヶ月

4年
6ヶ月

5年
6ヶ月

6年
6ヶ月以上
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休暇の種類

年次有給休暇

産前・産後休暇

生理休暇

育児休業

看護休暇

介護休業

介護休暇

通院休暇

育児時間

要　件

6ヶ月以上継続勤務し、かつ出勤率が 8割以上の場合 10 労働日を付与。その後は
１年毎に同様の基準を満たしたとき勤続年数に応じて法定以上の有給休暇が付与し
なければならない。
なお、１週の所定労働時間が 30 時間未満の短時間労働者には週の労働日数に応じ
て比例した日数を付与しなければなりません。（労働基準法第 39 条）

6産前 6週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）、産後は 8週間の休暇。ただし、産前の
休暇は本人の申入れによる。産後 6週間は就労させてはならないが、6週間経過後
は医師が認めた場合は就労させることができます。（労働基準法第 65 条）

6生理日の就労が著しく困難な女性が請求した場合は付与しなければなりません。
（労働基準法第 68 条）

子が１歳（一定の要件を満たす場合は１歳 6ヶ月）になるまでの間に必要な日数。
さらに 3歳になるまでは短時間労働等育児に配慮した処置が必要です。
（育児・介護休業法）

小学校に就学するまでの子を看護するための休暇。1人の場合、年 5日、2人以上
の場合は 10 日。（育児・介護休業法）

要介護の家族を介護するとき、（介護を要するごとに）最長 93 日までの休業又は
労働時間の短縮等の処置。（育児・介護休業法）

介護のための短期の休暇。要介護状態の家族 1人の場合は 5日、2人以上の場合は
10 日。（育児・介護休業法）

妊娠中及び産後１年以内の妊産婦に対する母体保護のための健康診断等を受ける
時間の確保。（男女雇用機会均等法）

生後１年に満たない子を育てる女子労働者に対して、本人が請求した場合、通常の
休憩時間のほかに１日 2回１回 30 分の育児時間を与えなければならない。
（労働基準法第 67 条）
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